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年金生活者支援給付金の新たな対
象者は請求書の提出が必要です

　年金生活者支援給付金は、公的
年金などの収入や所得額が一定基
準以下の年金受給者の生活を支援
するため、年金に上乗せして支給
されるものです。新たに年金生活
者支援給付金の対象になる人に
は、日本年金機構から請求書（は
がき型）が届きますので、請求書
を提出してください。
対象　①老齢基礎年金を受給し、
次の要件を全て満たす人
▶ 65 歳以上
▶世帯全員が市民税非課税
▶年金収入額とその他所得額の　　
合計が約 88 万円以下
②障害基礎年金・遺族基礎年金を
受給し、次の要件を満たす人
▶前年の所得が約 472 万円以下
（対象者に扶養親族がいない場合）
請求方法　９月上旬から順次、日
本年金機構から通知が届きますの
で、同封のはがきに必要事項を記
入の上、返送してください（令
和５年１月４日までに手続きが
完了すると、令和４年 10月分か
らさかのぼって受給できます）。
※これから年金を受給し始める人　
は、年金の請求手続きと併せて市
民課または八戸年金事務所で手続
きをしてください。
問市民課☎ 51-6753
八戸年金事務所☎ 0178-44-1742
問給付金専用ダイヤル（ナビダイ
ヤル）☎ 0570-05-4092

法人関係税はインターネットか
ら申告できます

　法人関係税（法人県民税、法
人事業税、特別法人事業税）は
地方税ポータルシステム（通称
eLTAX）を利用してインターネッ
トから申告できます。利用方法な
ど詳しくは eLTAX ホームページ
（https://www.eltax.lta.go.jp/） を
ご覧ください。
問上北地域県民局課税課
☎ 22-8111（内線 210）

　セーフティネット住宅制度は、住宅の確保に困っている人と市内に空
き家や賃貸住宅を所有している人をつなげる制度です。一戸建ての賃貸
住宅や空き家を「セーフティネット専用住宅※」として登録すると、次
の支援が受けられます。

※セーフティネット専用住宅とは、「セーフティネット住宅制度」に基
づき登録され、住宅確保要配慮者（子育て世帯・低所得者・障害者な
ど）のみが入居できる賃貸住宅のことです。
※各事業の要件など詳しくは、市ホームページをご覧いただくかお問い
合わせください。

　所有する空き家を、国土交通省が運用する専用ウェブサイト「セーフ
ティネット住宅情報提供システム」へ登録した人に対して奨励金があり
ます。

対象者　�令和４年５月２日以降にシステムへ登録した人
奨励金　登録１件につき50,000円
募集件数　３件（先着順）
募集期限　令和５年３月31日㈮

1空き家登録奨励金事業

セーフティネット専用住宅の支援事業ご活用ください！

2改修費補助事業

　「セーフティネット専用住宅」
のためのバリアフリー改修工事や
耐震工事などに要する費用に対し
て補助をします。

　低所得者などの世帯の入居者
負担低減を図るため、「セーフ
ティネット専用住宅」として登
録した一戸建ての民間賃貸住宅
の賃貸人（大家・不動産会社）
などに対して補助をします。

3家賃低廉化補助事業

募集期限　23いずれも10月31日㈪

問都市整備建築課☎ 51-6738

※いずれの制度も、既に老齢基礎年金を受給している人は対象となりません。

あなたの国民年金を増やしませんか？

■任意加入制度
　老齢基礎年金を満額受け取るには、20歳から 60歳までの 40年間保険料
を納付する必要がありますが、40 年に満たない場合、60 歳から 65 歳まで
任意加入をして納めることで、年金額を増やすことができます。また、海
外に住所を置いている期間は年金を納める義務はありませんが、任意で納
めることができます。（令和４年度保険料　月額 16,590 円）

■付加年金制度
　国民年金を納めている人は、毎月の保険料に付加保険料（月額 400 円）
を上乗せして納付することで、将来の老齢基礎年金に付加年金が加算され
ます。ただし、国民年金基金加入中の人は対象外です。

問市民課☎ 51-6753
　八戸年金事務所☎ 0178-44-1742


